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【Ⅱ－８ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保－㉑】 

㉑ 訪問看護療養費明細書の電子化に伴う訪問看護

指示書の記載事項及び様式見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

より質の高い医療の実現に向けてレセプト情報の利活用を推進する観
点から、訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の記載事項及び様式
を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

令和６年６月から訪問看護レセプトのオンライン請求が開始されるこ
とを踏まえ、訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の主たる傷病名
について、傷病名コードを記載することとし、当該様式の見直しを行う。 

 

改 定 案 現   行 

【訪問看護指示料】 

［算定要件］ 

(5) 患者の主治医は、指定訪問看護

の必要性を認めた場合には、診療

に基づき速やかに訪問看護指示書

及び特別訪問看護指示書（以下こ

の項において「訪問看護指示書

等」という。）を作成すること。

当該訪問看護指示書等には、緊急

時の連絡先として、診療を行った

保険医療機関の電話番号等を必ず

記載した上で、訪問看護ステーシ

ョン等に交付すること。また、当

該訪問看護指示書等には、原則と

して主たる傷病名の傷病名コード

を記載すること。 

なお、訪問看護指示書等は、特

に患者の求めに応じて、患者又は

その家族等を介して訪問看護ステ

ーション等に交付できるものであ

ること。 

 

【精神科訪問看護指示料】 

［算定要件］ 

【訪問看護指示料】 

［算定要件］ 

(5) 患者の主治医は、指定訪問看護

の必要性を認めた場合には、診療

に基づき速やかに訪問看護指示書

及び特別訪問看護指示書（以下こ

の項において「訪問看護指示書

等」という。）を作成すること。

当該訪問看護指示書等には、緊急

時の連絡先として、診療を行った

保険医療機関の電話番号等を必ず

記載した上で、訪問看護ステーシ

ョン等に交付すること。 

  なお、訪問看護指示書等は、特

に患者の求めに応じて、患者又は

その家族等を介して訪問看護ステ

ーション等に交付できるものであ

ること。 

 

 

 

 

【精神科訪問看護指示料】 

［算定要件］ 
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(5) 患者の診療を行った精神科の医

師は、指定訪問看護の必要性を認

めた場合には、診療に基づき速や

かに精神科訪問看護指示書及び精

神科特別訪問看護指示書（以下こ

の項において「精神科訪問看護指

示書等」という。）を作成するこ

と。当該精神科訪問看護指示書等

には、緊急時の連絡先として、診

療を行った保険医療機関の電話番

号等を必ず記載した上で、訪問看

護ステーションに交付すること。

また、当該精神科訪問看護指示書

等には、原則として主たる傷病名

の傷病名コードを記載すること。 

なお、精神科訪問看護指示書等

は、特に患者の求めに応じて、患

者又はその家族等を介して訪問看

護ステーションに交付できるもの

であること。 

(5) 患者の診療を行った精神科の医

師は、指定訪問看護の必要性を認

めた場合には、診療に基づき速や

かに精神科訪問看護指示書及び精

神科特別訪問看護指示書（以下こ

の項において「精神科訪問看護指

示書等」という。）を作成するこ

と。当該精神科訪問看護指示書等

には、緊急時の連絡先として、診

療を行った保険医療機関の電話番

号等を必ず記載した上で、訪問看

護ステーションに交付すること。 

なお、精神科訪問看護指示書等

は、特に患者の求めに応じて、患

者又はその家族等を介して訪問看

護ステーションに交付できるもの

であること。 

 

 

 




